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　山陽学園大学・山陽学園短期大学では、専門知識や技能の修得とともに、人としての生き方・在り方を考えることのできる「人間教育」
を進めています。そして、学園創立以来の「一人ひとり」と「人と人との出会い」を大切にするという学風を表す“Student�First”をモッ
トーに、学生の目線に立った大学づくりを実践しています。

写真提供　学校法人山陽学園　山陽学園大学・山陽学園短期大学（岡山県岡山市）
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助
成
業
務

　

私
学
事
業
団
で
は
、
私
立
学
校
の
校
舎
・

園
舎
・
体
育
施
設
・
遊
戯
室
・
講
堂
・
寄
宿 

舎
・
合
宿
所
な
ど
を
新
築
・
増
築
・
改
修
・

買
収
す
る
事
業
、
校
地
・
園
地
・
運
動
場
用

地
な
ど
を
買
収
・
造
成
す
る
事
業
、
実
験
・

実
習
用
機
器
や
通
学
（
園
）
バ
ス
を
購
入
す

る
事
業
な
ど
私
立
学
校
教
育
の
振
興
の
た
め

に
必
要
な
事
業
に
対
し
て
幅
広
く
融
資
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

融
資
の
対
象
と
な
る
事
業
、
融
資
金
利
な

ど
は
３
頁
の
一
覧
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

こ
こ
で
は
、
融
資
制
度
に
つ
い
て
ご
案
内

し
ま
す
。

融
資
契
約
と
金
利

　

本
事
業
団
で
は
「
金
銭
消
費
貸
借
及
び
抵

当
権
設
定
契
約
証
書
」
に
よ
り
、
金
銭
消
費

貸
借
契
約
と
抵
当
権
設
定
契
約
を
同
時
に
締

結
し
ま
す
。

　

金
利
は
毎
月
見
直
し
を
行
っ
て
お
り
、
契

約
時
の
金
利
を
適
用
し
ま
す
。
な
お
、
契
約

時
の
金
利
が
償
還
完
了
ま
で
変
わ
ら
な
い
固

定
金
利
と
な
っ
て
い
ま
す
。

返
済
方
法

　

本
事
業
団
で
は
元
金
を
借
入
年
数
で
均
等

に
割
り
振
り
、
残
金
に
対
し
て
利
息
を
計
算

す
る
元
金
均
等
返
済
を
採
用
し
て
い
ま
す
。

こ
の
返
済
方
法
で
は
元
金
残
高
が
早
く
減
る

た
め
、
元
金
と
利
息
の
合
計
を
均
等
に
返
済

す
る
元
利
均
等
返
済
よ
り
も
返
済
総
額
が
少

な
く
な
り
ま
す
。

　

元
金
の
返
済
は
毎
年
一
回
（
９
月
も
し
く

は
３
月
）、
利
息
の
支
払
い
は
年
二
回
（
９

月
及
び
３
月
）の
後
払
い
と
な
っ
て
い
ま
す
。

返
済
期
間
と
据
置
期
間

　

返
済
期
間
と
据
置
期
間
（
利
息
の
み
の
支

払
期
間
）
は
融
資
費
目
ご
と
に
設
定
さ
れ
て

い
る
年
限
の
範
囲
で
自
由
に
設
定
い
た
だ
け

ま
す
。
な
お
、
返
済
期
間
に
よ
っ
て
適
用
金

利
が
変
わ
り
ま
す
。

担
保
物
件

　

原
則
と
し
て
、
学
校
法
人
等
所
有
の
土
地

及
び
当
該
土
地
上
の
建
物
を
担
保
と
し
て
提

供
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
の
際
、
本
事
業

団
の
抵
当
権
を
第
一
順
位
と
す
る
こ
と
が
条

件
と
な
り
、
担
保
提
供
予
定
の
物
件
に
本
事

業
団
以
外
の
抵
当
権
が
す
で
に
設
定
さ
れ
て

い
る
場
合
は
、
当
該
抵
当
権
者
に
先
順
位
を

事
業
団
に
譲
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
い
た
だ

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

担
保
評
価
に
つ
い
て
は
、
土
地
の
み
を
対

象
と
し
、
事
業
団
で
定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ

り
評
価
を
行
い
ま
す
。

融
資
の
上
限
額

　

融
資
額
は
、
次
の
①
～
③
の
う
ち
最
も
低

い
金
額
を
上
限
と
し
ま
す
。

①
事
業
査
定
額

　

対
象
事
業
費 

× 

融
資
率

　

対
象
事
業
に
対
し
、
補
助
金
が
交
付
さ
れ

て
い
る
場
合
に
は
事
業
費
か
ら
補
助
金
を
除

い
た
額
に
融
資
率
を
乗
じ
ま
す
。

　

融
資
率
は
建
物
建
築
の
場
合
80
％
、
建
物

改
修
の
場
合
75
％
な
ど
、
対
象
事
業
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
設
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

②
資
産
査
定
額

　

純
資
産
の
部
合
計 

× 

30
％

　

直
近
決
算
書
の
貸
借
対
照
表
よ
り
、
資
産

の
部
合
計
か
ら
負
債
の
部
合
計
を
差
し
引
い

た
額
に
30
％
を
乗
じ
た
額
が
資
産
査
定
額
と

な
り
ま
す
。

③
担
保
査
定
額

　

提
供
担
保
物
件
評
価
額 
× 
担
保
率

　

担
保
評
価
は
前
述
の
と
お
り
、
土
地
の
み

を
対
象
と
し
て
本
事
業
団
で
計
算
し
ま
す
。

　

担
保
率
は
80
％
以
内
と
な
っ
て
お
り
、
審

査
に
よ
っ
て
決
定
し
ま
す
。

令
和
５
年
度
の
変
更
点
等

　

前
年
度
か
ら
引
き
続
き
、
耐
震
改
築
・
耐

震
改
修
事
業
及
び
大
学
附
属
病
院
の
建
替
え

事
業
に
対
す
る
利
子
助
成
制
度
、
並
び
に
幼

稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
に
対
す
る
融
資
条
件

の
優
遇
が
実
施
さ
れ
ま
す
（
４
頁
参
照
）。

　

ま
た
、
今
年
度
の
主
な
変
更
点
は
次
の
と

お
り
で
す
。

① 

成
長
分
野
へ
の
学
部
再
編
等
を
行
う
大

学
・
高
等
専
門
学
校
へ
の
支
援
を
開
始
し

ま
し
た
（
３
頁
参
照
）。

② 

利
子
助
成
制
度
に
つ
い
て
、
返
済
期
間
30

年
の
場
合
の
助
成
率
が
見
直
さ
れ
ま
し
た
。

③ 

連
帯
保
証
人
に
つ
い
て
、
財
務
状
況
や
財

務
情
報
の
公
表
状
況
等
に
よ
り
必
要
と
さ

れ
た
場
合
の
み
設
定
す
る
よ
う
制
度
を
見

直
し
ま
し
た
。

④ 

大
学
附
属
病
院
に
対
す
る
返
済
期
間
30
年

の
融
資
に
つ
い
て
、
金
利
を
従
前
の
水
準

か
ら
引
き
下
げ
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

融
資
部　

融
資
課

融
資
第
一
係

☎
０
３（
３
２
３
０
）７
８
６
２
～
７
８
６
４

融
資
第
二
係

☎
０
３（
３
２
３
０
）７
８
６
６
～
７
８
６
８

Ｅ
メ
ー
ル　

yushi@
shigaku.go.jp

私
学
事
業
団
融
資
の
ご
案
内

融
資
部　

融
資
課
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■ 主な対象事業と融資金利、返済期間

主な対象事業 返済期間 金利
（令和５年４月現在）

一
般
施
設
費

校舎・園舎・体育施設・遊戯室・講堂などを
新築・増築・改修・買収する事業

校地・園地・運動場用地などを買収・造成す
る事業

など

30年以内
【据置期間２年以内】 1.40％

20年以内
【据置期間２年以内】 1.00％

10年以内
【据置期間２年以内】 0.50％

６年以内
【据置期間１年以内】 0.46％

教
育
環
境

整
備
費

校教具等の整備に必要な資金
教育環境を充実させる等経営に必要な資金

５年６か月以内
【据置期間６ヵ月以内】 0.33％

大型設備・情報技術の整備等に必要な資金 10年以内
【据置期間２年以内】 0.50％

特
別
施
設
費

寄宿舎・合宿所・教職員住宅・大学病院など
の建築・改修事業

そのための土地の買収

など

30年以内
【据置期間２年以内】

1.50％
（病院 1.45％）

20年以内
【据置期間２年以内】 1.10％

10年以内
【据置期間２年以内】 0.60％

（注）金利は毎月見直しています。最新の金利及び上表以外の事業の金利は、私学事業団ホームページで確認してください。

　 通常の返済期間 支援対象となった場合の返済期間

教育環境を充実させるなど
経営に必要な資金

５年６か月以内
【据置期間６か月以内】

10年以内
【据置期間２年以内】

一般施設費 
（学部再編等にかかる 
 施設整備事業）

借入額10億円未満の場合は
20年以内

【据置期間２年以内】
借入額にかかわらず

30年まで選択可

　特定成長分野（デジタル・グリーンなど）への学部再編等を行う大学・高等専門学校に対する助成金（大学改
革支援・学位授与機構が交付）の対象となった学校法人は、次のとおり融資の利用条件（返済期間）が優遇され
ます。

■  成長分野への学部再編等を行う大学・高等専門学校への支援
について（令和５年度～）
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■ 融資の担当窓口（私学振興事業本部・融資部 融資課）
　事業内容や資金計画、返済計画などについて、随時ご相談に応じています。
　新たな借入希望がございましたら、以下の担当窓口までお気軽にご相談ください。

都道府県 担当窓口

北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・
栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・
石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県

融資第一係
☎03（3230）7862～7864

三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・
島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

融資第二係
☎03（3230）7866～7868

FAX　03（3230）8570（融資課共通）　　　　　　　Eメール　yushi@shigaku.go.jp （融資課共通）

通　常 令和５年度

事
業
　

査
定
額

建物建築
土地購入 対象事業費　×　融資率 ８０％ 対象事業費　×　融資率　95％

建物改修 対象事業費　×　融資率 ７５％ 対象事業費　×　融資率　95％

資産査定額 純資産の部合計額　×　３０％ 純資産の部合計額　×　40％

　私立幼稚園・認定こども園を対象とする融資について、以下のとおり①事業査定額及び②資産査定額の上限額
が引き上げられます。

■ 幼稚園・認定こども園に対する融資条件の一部優遇について

対象事業 対象学校 利子助成率

耐
震
改
築
事
業

取り壊しを伴う建替え事業

（取り壊す建物のIs値が0.7未満で
あること）

大学院、大学、短期大学、高等専
門学校、中等教育学校、高等学校、
義務教育学校、中学校、小学校、
特別支援学校

 【Is値0.3未満の場合】
▶1～3年目
　融資金利と同率
▶4～20年目
　融資金利－0.5％

 【Is値0.3以上0.7未満の場合】
▶最大20年間
　融資金利－0.5％

専修学校、各種学校
▶最大20年間
　融資金利－0.5％耐震化促進のための補助金の対象

となるもの 幼稚園、認定こども園

耐
震
改
修
事
業

防災（耐震）機能強化にかかる補
助金の対象となった改修事業（非
構造部材を含む）

大学院、大学、短期大学、高等専
門学校、中等教育学校、高等学校、
義務教育学校、中学校、小学校、
特別支援学校、幼稚園、認定こど
も園、専修学校、各種学校

▶最大20年間
　融資金利－0.5％

病
院
建
替

事
業

築30年を経過した老朽施設の建替
え事業 大学（附属病院） ▶最大10年間

　融資金利－0.5％

　利子助成制度とは、私立学校施設の耐震化促進等のため、国が学校法人の支払利息の一部に対して、補助金を
交付する制度です。

■ 耐震化事業等に対する利子助成制度について
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「
学
校
法
人
等
基
礎
調
査
」
は
、
私
立
学

校
の
基
本
的
か
つ
総
合
的
な
調
査
で
あ
り
、

都
道
府
県
の
協
力
を
得
て
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

対
象
は
、
特
別
支
援
学
校
・
幼
稚
園
・
認

定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
型
及
び
幼
保
連
携

型
）・
専
修
学
校
・
各
種
学
校
を
設
置
し
て

い
る
学
校
法
人
、
学
校
法
人
以
外
の
法
人
及

び
個
人
設
置
者
と
な
り
ま
す
。

　

本
調
査
は
、
文
部
科
学
省
が
実
施
し
て
い

た
「
私
立
学
校
の
財
務
状
況
調
査
」
を
平
成

11
年
度
か
ら
私
学
事
業
団
が
引
き
継
い
だ
も

の
で
す
。
今
年
度
も
引
き
続
き
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

集
計
結
果
は
『
今
日
の
私
学
財
政
』（
※
）

と
し
て
刊
行
し
、
学
校
法
人
等
に
活
用
し
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

な
お
、大
学
・
短
期
大
学
・
高
等
専
門
学
校
・

高
等
学
校
・
中
等
教
育
学
校
・
中
学
校
・
義

務
教
育
学
校
・
小
学
校
を
設
置
し
て
い
る
学

校
法
人
は
、
別
途
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す

の
で
、
本
調
査
の
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
※
）『
今
日
の
私
学
財
政
』
に
は
、
大
学
・

短
期
大
学
・
高
等
専
門
学
校
・
高
等
学
校
・

中
等
教
育
学
校
・
中
学
校
・
義
務
教
育
学

校
・
小
学
校
法
人
が
設
置
す
る
特
別
支
援

学
校
・
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚

園
型
及
び
幼
保
連
携
型
）・
専
修
学
校
・

各
種
学
校
の
集
計
デ
ー
タ
も
掲
載
し
て
い

ま
す
。

調
査
の
目
的

　

私
立
学
校
の
収
入
及
び
支
出
の
実
態
並
び

に
学
校
法
人
の
資
産
等
の
状
況
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
事
業
団
等
業
務
の
基

礎
・
参
考
資
料
及
び
私
学
関
係
予
算
要
求
等

の
資
料
と
し
、
併
せ
て
学
校
法
人
等
の
運
営 

の
参
考
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
調
査
で
得
た
情
報
は
、
前
述

の
目
的
以
外
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

調
査
の
手
順

　

左
の
手
順
と
な
り
ま
す
。

説
明
書
・
調
査
票
等
に
つ
い
て

　

４
月
か
ら
５
月
に
か
け
て
、
都
道
府
県
か

ら
「
令
和
５
年
度
学
校
法
人
等
基
礎
調
査

（
都
道
府
県
知
事
所
轄
学
校
法
人
等
用
）【
学

校
法
人
等
基
礎
調
査
説
明
書
及
び
調
査
票
】」

が
配
付
さ
れ
ま
す
。

　

巻
末
に
あ
る
「
調
査
票
（
調
査
票
区
分
１

～
５
【
学
校
法
人
用
】」
が
、
本
調
査
の
記

入
様
式
で
す
。
冊
子
に
あ
る
様
式
及
び
説
明

書
等
は
、
私
学
事
業
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

調
査
票
の
作
成
及
び
提
出
に
つ
い
て

　

次
の
三
つ
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
作
成
し
て

く
だ
さ
い
。

◦�

都
道
府
県
か
ら
配
付
さ
れ
た
調
査
票
様
式

に
記
入

◦�

私
学
事
業
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
た
調
査
票
様
式
を
印
刷
し
て
記
入

◦ 

私
学
事
業
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
た
調
査
票
様
式
に
パ
ソ
コ
ン
で

入
力
し
た
も
の
を
印
刷

　

作
成
の
際
は
、
説
明
書
及
び
記
入
例
を
参

照
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
作
成
し
た
調
査

票
は
都
道
府
県
に
１
部
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
印
刷
は
必
ず
Ａ
４
サ
イ
ズ
の
紙
に
片
面

印
刷
と
し
、
５
種
類
の
調
査
票
（
調
査
票
区

分
１
～
５
）
を
都
道
府
県
の
定
め
た
期
限
ま

で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ご
提
出
に
際
し
て
は
、
必
ず
今
年
度
用
の

調
査
票
を
ご
利
用
い
た
だ
き
、
同
説
明
書
の

「
提
出
前
の
最
終
確
認
」
に
従
っ
て
内
容
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

（
注
）
令
和
５
年
度
か
ら
、「
そ
の
他
の

法
人
・
個
人
」
の
調
査
方
法
及
び
調
査
票

様
式
の
変
更
に
伴
い
、
都
道
府
県
か
ら
配

付
さ
れ
る
「
説
明
書
及
び
調
査
票
」
が
変

わ
り
ま
し
た
。
学
校
法
人
の
皆
様
に
つ
き

ま
し
て
は
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
従

来
ど
お
り
ご
回
答
く
だ
さ
い
。

「
令
和
５
年
度　
学
校
法
人
等
基
礎
調
査
」
の
ご
案
内

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー　

私
学
情
報
室

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー　

私
学
情
報
室

☎
０
３（
３
２
３
０
）７
８
４
０
～
７
８
４
４

Ｅ
メ
ー
ル　

k-chousa@
shigaku.go.jp

私 学 事 業 団

都 道 府 県 知 事

学 校 法 人 等

提出期限　８月31日（木） ①調査依頼（４月）
②調査票送付

③調査票配付

⑤調査票提出

⑦調査票提出
⑥調査票整理・確認

④調査票記入・入力

調査票等のダウンロード手順

日本私立学校振興・共済事業団
ホームページへアクセス

（https://www.shigaku.go.jp/）

「助成業務のご案内」をクリック

「各種申請用紙等のダウンロード」を
 クリック

「私学情報室」の一覧にある各ファイ
ル名をクリックしダウンロード

説明書及び調査票の表紙
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「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
、
国

会
で
審
議
さ
れ
て
い
ま
す
（
令
和
５
年
４
月 

現
在
）。
そ
の
中
で
デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
よ

り
良
い
医
療
を
受
け
て
い
た
だ
く
た
め
の
取

り
組
み
の
一
貫
と
し
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
と
健
康
保
険
証
（
加
入
者
証
）
の
一

体
化
を
進
め
、
令
和
６
年
秋
以
降
、
保
険
証

は
廃
止
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
学
事
業
団
に
お
い
て
も
加
入
者
証
の
廃

止
検
討
及
び
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
加
入

者
証
の
一
体
化
を
よ
り
一
層
進
め
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。事
務
担
当
者
の
皆
様
に
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
保
険
証
利
用
申
込

を
行
っ
て
い
な
い
教
職
員
へ
利
用
申
込
の
案

内
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
加
入
者
証
で
医
療
機
関
の
受
診
は

で
き
ま
す
が
、
加
入
者
証
で
受
診
す
る
と
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
受
診
す
る
よ
り
も
窓

口
負
担
が
割
高
に
な
り
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
保
険
証
利
用

す
る
メ
リ
ッ
ト

◆
健
康
管
理
に
役
立
ち
ま
す

　

い
つ
、
ど
こ
の
病
院
で
、
ど
の
薬
を
処
方

さ
れ
た
か
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
確
認
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
40
歳
か
ら
75
歳

ま
で
の
人
は
、
学
校
法
人
等
が
本
事
業
団
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

健
康
保
険
証
利
用
促
進
の
お
願
い

企
画
室

デ
ジ
タ
ル
庁
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番

号
制
度
）・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」

https://w
w

w
.digital.go.jp/policies/

m
ynum

ber/

厚
生
労
働
省
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

健
康
保
険
証
利
用
に
つ
い
て
」

https://m
hlw

.go.jp/stf/new
page_0827 

7.htm
l

　
「
資
格
取
得
報
告
書
DL
」
及
び
「
被
扶
養

者
認
定
申
請
書
DL
」に
記
入
さ
れ
た
加
入
者
・

被
扶
養
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
オ
ン
ラ
イ

ン
資
格
確
認
や
情
報
連
携
（
届
出
書
類
等
の

添
付
書
類
省
略
な
ど
）
に
使
用
さ
れ
ま
す
。

各
用
紙
の
記
入
欄
に
は
、
本
人
確
認
を
行
っ

た
う
え
で
、
誤
り
の
な
い
よ
う
正
確
に
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。
加
入
者
・
被
扶
養
者
の
本

人
確
認
方
法
等
の
詳
細
は
、
私
学
共
済
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
〔
私
学
共
済
事
業
の
ご
案
内
▼
マ

イ
ナ
ン
バ
ー（
社
会
保
障
・
税
番
号
）制
度
▼

私
学
事
業
団
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
取
り

扱
い
▼
「
資
格
取
得
報
告
書
」「
被
扶
養
者
認

定
申
請
書
」
へ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
記
入
に
関

す
る
留
意
事
項
〕
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
訂
正
や
変
更
の
手
続
き

　

記
入
し
た
加
入
者
、
被
扶
養
者
情
報
（
氏

名
漢
字
・
カ
ナ
・
生
年
月
日
・
性
別
・
住
所
）

に
誤
り
が
あ
る
と
、
正
し
い
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
報
告
が
あ
っ
て
も
収
録
で
き
ま
せ
ん
。
加

入
者
、
被
扶
養
者
情
報
の
訂
正
や
変
更
を

す
る
と
き
は
、「
加
入
者
異
動
報
告
書
DL
」・�

「
被
扶
養
者
異
動
報
告
書
DL
」
に
よ
り
速
や

か
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、加
入
者
・

被
扶
養
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
変
更
に
な
っ

た
場
合
や
、
新
た
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
交
付

さ
れ
た
場
合
は
、「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
更
新
連

絡
票
DL
」
に
よ
り
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

簡
易
書
留
等
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
入
す
る
報
告
書
等
を

提
出
す
る
際
は
、
誤
送
付
等
に
よ
る
情
報
漏

え
い
を
防
止
す
る
た
め
に
、
配
達
の
記
録
が

残
る
方
法
（
簡
易
書
留
等
）
の
利
用
を
推
奨

し
ま
す
。

◆
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
入
す
る
主
な
書
類
等

◦
「
資
格
取
得
報
告
書
DL
」

◦
「
被
扶
養
者
認
定
申
請
書
DL
」

◦
年
金
等
給
付
関
係
の
請
求
書
等

電
子
媒
体
の
暗
号
化

　
「
資
格
取
得
報
告
書
DL
」
の
電
子
媒
体
に

よ
る
報
告
は
、
必
ず
暗
号
化
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。
私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
電
子

媒
体
暗
号
化
ツ
ー
ル
」
を
掲
載
し
て
い
ま
す

の
で
、
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
を
し
て
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
提
出
す
る
際
は
、
書
類
の
場
合
と

同
様
、
誤
送
付
等
に
よ
る
情
報
漏
え
い
を
防

止
す
る
た
め
に
、
配
達
の
記
録
が
残
る
方
法

（
簡
易
書
留
等
）
の
利
用
を
推
奨
し
ま
す
。

ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
細
は
、
私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
私

学
共
済
事
業
の
ご
案
内
▼
資
格
と
掛
金
等
▼

電
子
媒
体
で
の
申
請
〕
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

業
務
部　

資
格
課

加
入
者
・
被
扶
養
者
に
か
か
る

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
報
告（
お
願
い
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
入
す
る
書
類

等
の
提
出
方
法業

務
部　

資
格
課　
　

年
金
部　

年
金
第
一
課

DLマークが付いている用紙は、私学共済ホームページ〔様式用紙等ダウンロード〕からダウンロードできます。

報
告
し
た
特
定
健
診
等
の
情
報
を
確
認
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

◆
確
定
申
告
が
楽
に
な
り
ま
す

　

過
去
１
年
分
の
医
療
費
の
領
収
書
を
管
理

し
な
く
て
も
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
医
療
費

通
知
情
報
を
管
理
で
き
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

か
ら
ｅ-

Ｔ
Ａ
Ｘ
に
情
報
連
携
す
る
と
、
オ

ン
ラ
イ
ン
で
確
定
申
告
が
完
結
し
ま
す
。

◆
保
険
証
と
し
て
継
続
し
て
使
え
ま
す

　

資
格
取
得
等
に
よ
る
加
入
者
証
の
切
り
替

え
が
不
要
と
な
る
ほ
か
、
高
齢
受
給
者
証
の

持
参
が
不
要
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
資
格
取
得
等
の
届
け
出
は
引
き
続

き
必
要
で
す
の
で
期
限
内
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

◆
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
申
し
込
み
は
９
月
末
ま
で

　

５
年
４
月
４
日
現
在
、
５
年
２
月
中
に
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請
し
、
マ
イ
ナ
ポ

イ
ン
ト
を
受
け
取
っ
て
い
な
い
人
は
、
５
年

９
月
末
ま
で
に
申
し
込
み
を
完
了
す
れ
ば
マ

イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
保
険
証
利
用
に

つ
い
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
庁
、
厚
生
労
働
省
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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令
和
５
年
度
の
年
金
額

年
金
額
は
１
・
９
％
又
は
２
・
２
％
の
引
き
上
げ

年
金
部　

年
金
第
一
課

　

令
和
５
年
４
月
１
日
に
、「
国
民
年
金
法

施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和

５
年
政
令
第
１
１
７
号
）」
及
び
そ
の
他
関

係
政
令
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
５
年
度
の
年
金
額
等
は
次

の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

年
金
額

　

５
年
度
の
年
金
額
は
、
原
則
（
※
１
）、
次 

の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

67
歳
以
下
の
人
（
昭
和
31
年
４
月
２
日
以
後

生
ま
れ
）
…
２
・
２
％
の
引
き
上
げ

68
歳
以
上
の
人
（
昭
和
31
年
４
月
１
日
以
前

生
ま
れ
）
…
１
・
９
％
の
引
き
上
げ

※ 

１　

年
金
額
は
、
本
来
水
準
と
従
前
保
障

の
計
算
を
比
較
し
、
い
ず
れ
か
高
い
額
を

支
給
し
て
い
ま
す
。
従
前
保
障
の
計
算
に

よ
る
年
金
額
は
、
生
年
月
日
に
か
か
わ
ら

ず
、
１
・
９
％
の
引
き
上
げ
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
年
金
の
種
類
や
加
入
記
録
等

に
よ
っ
て
は
、
年
金
額
が
減
額
に
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

年
金
額
改
定
の
考
え
方

◆
年
金
額
の
改
定
ル
ー
ル

　

年
金
額
は
、
物
価
や
賃
金
の
変
動
に
合
わ

せ
て
毎
年
度
改
定
す
る
し
く
み
で
す
。
具
体

的
に
は
、
名
目
手
取
り
賃
金
変
動
率
が
物
価

変
動
率
を
上
回
る
場
合
、
67
歳
以
下
の
人
は

名
目
手
取
り
賃
金
変
動
率
を
、
68
歳
以
上
の

人
は
物
価
変
動
率
を
用
い
て
改
定
す
る
こ
と

が
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
（
※
２
）

に
よ
る
調
整
が
併
せ
て
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

※ 
２　

少
子
高
齢
化
の
進
展
等
に
対
応
す
る

た
め
に
、
公
的
年
金
被
保
険
者
数
の
変
動

や
平
均
余
命
の
伸
び
に
基
づ
き
、
物
価
や

賃
金
の
変
動
が
プ
ラ
ス
の
場
合
に
年
金
額

を
抑
制
す
る
も
の
で
す
。

◆
５
年
度
の
年
金
額
の
改
定

　

総
務
省
か
ら
、
令
和
４
年
平
均
の
「
全
国

消
費
者
物
価
指
数
」
が
公
表
さ
れ
、
対
前
年

比
プ
ラ
ス
２
・
５
％
と
な
り
ま
し
た
。一
方
、

「
名
目
手
取
り
賃
金
変
動
率
」
は
プ
ラ
ス
２
・

８
％
で
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
５
年
度
の
年
金
額
は
、
67
歳

以
下
の
人
は
名
目
手
取
り
賃
金
変
動
率
（
プ

ラ
ス
２
・
８
％
）
を
、
68
歳
以
上
の
人
は
物

価
変
動
率
（
プ
ラ
ス
２
・
５
％
）
を
用
い
て

改
定
し
ま
す
。

　

ま
た
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
調

整
（
マ
イ
ナ
ス
０
・
６
％
）（
※
３
）
が
反

映
さ
れ
ま
す
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
５
年
度
の
年
金
額
は

原
則
、
67
歳
以
下
の
人
は
プ
ラ
ス
２
・
２
％

を
、
68
歳
以
上
の
人
は
プ
ラ
ス
１
・
９
％
を

基
準
に
改
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

※ 

３　

５
年
度
の
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
に

よ
る
調
整
（
マ
イ
ナ
ス
０
・
３
％
）
と
、 

３
年
度
の
未
調
整
分（
マ
イ
ナ
ス
０
・
１
％
）、 

４
年
度
の
未
調
整
分（
マ
イ
ナ
ス
０
・
２
％
） 

の
合
計
で
す
。

在
職
中
の
年
金
支
給
停
止
の
基
準
額

　

老
齢
厚
生
年
金
又
は
退
職
共
済
年
金
の
受

給
権
者
が
、
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
等

（
私
学
在
職
を
含
む
）
で
あ
る
間
の
年
金
の

支
給
停
止
に
つ
い
て
、
停
止
額
を
計
算
す
る

際
の
基
準
額
が
、
次
の
と
お
り
改
定
さ
れ
ま

し
た
。

【
支
給
停
止
調
整
額
】
47
万
円
➡
48
万
円

年
金
額
の
通
知
書
等
の
送
付

　

改
定
後
の
年
金
額
は
、「
改
定
通
知
書
」
で 

お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

　

改
定
後
の
年
金
額
の
支
給
は
、
６
月
定
期

支
給
（
４
・
５
月
分
）
か
ら
で
す
。

◆「
改
定
通
知
書
」が
送
付
さ
れ
て
い
な
い
人

　

後
日
「
決
定
・
改
定
・
支
給
年
金
額
変
更

通
知
書
」
等
に
よ
り
改
定
後
の
年
金
額
等
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
老
齢
厚
生
年
金
の
繰
下
げ
待
機

を
し
て
い
る
人
に
は
、
支
給
開
始
の
申
し
出

を
す
る
ま
で
「
改
定
通
知
書
」、「
決
定
・
改

定
・
支
給
年
金
額
変
更
通
知
書
」
等
の
年
金

額
の
通
知
は
送
付
し
ま
せ
ん
。

◆
年
金
額
の
算
定
期
間
を
改
定
す
る
と
き

　

私
学
共
済
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者

が
私
立
学
校
等
に
在
職
中
（
第
４
号
厚
生
年

金
被
保
険
者
）
の
場
合
、
受
給
権
発
生
後
の

加
入
期
間
を
年
金
額
の
算
定
期
間
に
反
映
す

る
タ
イ
ミ
ン
グ
は
次
の
①
～
④
の
い
ず
れ
か

に
な
り
ま
す
。

①
退
職
し
た
と
き

②
65
歳
に
到
達
し
た
と
き

③ 

毎
年
９
月
１
日
（
65
歳
以
上
の
人
に
限
り

ま
す
）

④ 

70
歳
に
到
達
し
た
と
き
（
在
職
中
で
あ
っ

て
も
年
金
制
度
を
脱
退
し
た
も
の
と
み
な

し
ま
す
）

◆
在
職
中
の
「
改
定
通
知
書
」
の
年
金
額

　

年
金
額
は
受
給
権
発
生
時
点
又
は
前
記
①

～
④
の
時
点
よ
り
前
の
加
入
期
間
を
算
定
基

礎
と
し
て
計
算
し
て
い
ま
す
。

　
「
改
定
通
知
書
」
の
詳
細
は
、
本
誌
に
同

封
し
て
い
る
年
金
者
向
広
報「
共
済
だ
よ
り
」

６
月
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

注�　

退
職
等
年
金
給
付
に
お
け
る
退
職
年
金

（
年
金
証
書
記
号
番
号
の
末
尾
が
「
Ｅ
」

又
は
「
Ｆ
」
の
年
金
）
は
改
定
の
ル
ー
ル

が
公
的
年
金
と
は
異
な
る
た
め
、
今
回
は

通
知
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。
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報
酬
等
の
範
囲

　

 　
　

報
酬
や
賞
与
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の

が
含
ま
れ
ま
す
か
。

　

 　
　

報
酬
及
び
賞
与
（
以
下
「
報
酬
等
」

と
い
い
ま
す
）
は
、
実
際
に
提
供
さ
れ
た

勤
務
に
対
す
る
対
価
に
加
え
、
給
与
規
程

等
に
基
づ
い
て
学
校
法
人
等
が
経
常
的

（
定
期
的
）
に
加
入
者
に
支
払
う
も
の
は
、

す
べ
て
含
み
ま
す
。

　

 　

ま
た
、
雇
用
契
約
を
前
提
と
し
て
学
校

法
人
等
か
ら
食
事
、
住
宅
等
の
提
供
（
現

物
給
与
）
を
受
け
て
い
る
場
合
も
報
酬
等

に
含
み
ま
す
。

　

 　
　

退
職
手
当
は
報
酬
等
に
含
め
ま
す
か
。

　

 　
　

退
職
手
当
が
退
職
時
に
一
括
し
て
支

払
わ
れ
る
場
合
は
、
報
酬
等
に
含
め
ま
せ

ん
。
た
だ
し
、
毎
月
の
給
与
や
賞
与
に
上

乗
せ
し
て
前
払
い
さ
れ
る
場
合
は
、
加
入

者
の
通
常
の
生
計
に
充
て
ら
れ
る
経
常
収

入
と
扱
う
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
た
め
、
報

酬
等
に
含
み
ま
す
。

　

 　
　

処
遇
改
善
手
当
は
、
報
酬
等
に
含
め

る
べ
き
で
す
か
。
ど
の
よ
う
に
報
告
す
れ

ば
よ
い
で
す
か
。

　

 　
　

処
遇
改
善
手
当
も
報
酬
等
に
含
め
ま

す
。
た
だ
し
、
支
給
方
法
に
よ
っ
て
報
告

方
法
が
異
な
り
ま
す
。

　

 　

毎
月
、
一
定
額
を
給
与
に
含
め
て
支
給

す
る
場
合
は
、
報
酬
と
し
て
「
標
準
報
酬

基
礎
届
書
DL
」
等
の
提
出
時
に
報
告
し
て

く
だ
さ
い
。
年
に
３
回
ま
で
の
一
時
金
と

し
て
支
給
す
る
場
合
は
、「
賞
与
等
支
給

報
告
書
DL
」
に
賞
与
区
分
「
そ
の
他
の
手

当
」
と
し
て
報
告
し
て
く
だ
さ
い
。

資
格
取
得
時

　

 　
　

資
格
取
得
時
の
報
酬
月
額
は
ど
の
よ

う
に
報
告
し
た
ら
よ
い
で
す
か
。

　

 　
　

基
本
給
の
他
に
通
勤
手
当
、
扶
養
手

当
、
住
宅
手
当
な
ど
の
諸
手
当
、
ま
た
、

所
属
部
署
に
お
い
て
、
常
態
と
し
て
残
業

が
あ
る
場
合
は
、
月
平
均
の
残
業
時
間
に

対
す
る
残
業
手
当
な
ど
の
見
込
み
額
を
加

え
た
額
を
、
こ
れ
か
ら
受
け
る
で
あ
ろ
う

報
酬
月
額
と
し
て
報
告
し
ま
す
。

　

 　

な
お
、
月
途
中
に
資
格
取
得
し
た
場
合

も
、
す
べ
て
の
報
酬
を
月
収
換
算
し
た
額

で
報
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

 　

実
績
に
よ
っ
て
報
酬
が
変
わ
る
場
合
は
、

取
得
月
の
前
月
１
か
月
間
に
そ
の
部
署
で

同
じ
よ
う
な
業
務
に
就
い
て
同
じ
よ
う
な

報
酬
を
受
け
て
い
る
人
が
受
け
た
報
酬
の

平
均
月
額
を
記
入
し
ま
す
。
日
給
、
時
給

な
ど
も
同
様
に
取
り
扱
い
ま
す
。

Q
１

A
１

Q
２

A
２
A
２

Q
３

A
３

Q
４

A
４

報
酬
等
の
報
告
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

業
務
部　

資
格
課

　

 　
　

資
格
取
得
時
に
届
け
出
た
報
酬
月
額

と
、
取
得
後
に
実
際
に
支
払
っ
た
額
が
違

う
場
合
、
訂
正
は
必
要
で
す
か
。

　

 　
　

日
給
者
や
時
給
者
の
実
際
の
出
勤
日

が
異
な
っ
た
場
合
や
、
実
績
に
応
じ
て
支

払
う
非
固
定
的
給
与
の
見
込
み
の
誤
り
に

よ
り
報
酬
月
額
が
相
違
し
た
場
合
は
、
訂

正
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
固
定
的
給
与

の
算
定
誤
り
が
あ
っ
た
場
合
は
、
Ｑ
13
を 

参
照
の
う
え
訂
正
し
て
く
だ
さ
い
。

随
時
改
定

　

 　
　

給
与
計
算
期
間
の
途
中
で
昇
給
・
降

給
し
た
場
合
、
ど
の
時
点
を
起
算
月
と
し

て
随
時
改
定
の
判
断
を
行
う
の
で
す
か
。

　

 　
　

昇
給
・
降
給
し
た
報
酬
の
支
払
い
が 

実
績
と
し
て
１
か
月
分
確
保
さ
れ
た
月（
※
）

を
起
算
月
と
し
て
扱
い
ま
す
。
そ
の
月
以

後
３
か
月
に
受
け
た
報
酬
を
算
定
基
礎
と

し
て
随
時
改
定
の
判
断
を
行
い
ま
す
。

※ 

昇
給
・
降
給
を
反
映
し
た
支
払
基
礎
日
数

が
17
日
、
短
時
間
労
働
加
入
者
に
あ
っ
て

は
11
日
を
満
た
し
た
月
と
な
り
ま
す
。

【
例
】
当
月
末
締
め
・
翌
月
末
払
い
・
当

月
15
日
以
降
に
給
与
単
価
が
上
昇
し
た

場
合
→
翌
々
月
を
起
算
月
と
し
ま
す
。

　

 　
　

遡
及
し
て
ベ
ー
ス
改
定
や
諸
手
当
の

支
給
を
行
っ
た
場
合
、
随
時
改
定
の
起
算

月
は
い
つ
に
な
り
ま
す
か
。

　

 　
　

実
際
に
差
額
支
給
の
あ
っ
た
月
を
起

算
月
と
し
ま
す
。
ベ
ー
ス
改
定
さ
れ
た
月

や
、
本
来
の
支
給
開
始
月
ま
で
遡
っ
て
の

随
時
改
定
に
は
な
ら
な
い
の
で
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

　
　

な
お
、差
額
分
は
除
い
て
算
定
し
ま
す
。

　

 　
　

変
動
月
を
含
む
３
か
月
の
間
に
、
通

勤
手
当
の
よ
う
に
数
か
月
分
ま
と
め
て
手

当
等
を
支
給
し
た
月
が
あ
る
場
合
、
ど
の

よ
う
に
報
告
す
れ
ば
よ
い
で
す
か
。

　

 　
　

当
該
手
当
を
１
か
月
分
に
割
り
戻
し

て
報
告
に
含
め
て
く
だ
さ
い
。

産
休
・
育
休
終
了
時
改
定

　

 　
　

起
算
月
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

 　
　

休
業
終
了
日
の
翌
日
が
属
す
る
月
を

起
算
月
と
し
ま
す
。
当
該
月
の
報
酬
の
支

給
が
な
い
場
合
や
、
支
払
基
礎
日
数
を
満

た
さ
な
い
場
合
で
も
、
そ
の
月
が
起
算
月

と
な
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

 　
　

育
児
休
業
を
終
了
し
た
日
の
翌
日
が

属
す
る
月
か
ら
３
か
月
す
べ
て
の
支
払
基

礎
日
数
が
17
日
（
短
時
間
労
働
加
入
者
に

あ
っ
て
は
11
日
）
を
満
た
さ
な
い
と
改
定

は
で
き
な
い
の
で
す
か
。

　

 　
　

産
休
・
育
休
終
了
時
改
定
は
、
３
か

月
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
１
か
月
は
支
払

基
礎
日
数
が
基
準
を
満
た
し
て
い
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
３
か
月
す
べ
て
満
た
し
て

い
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

即
時
改
定

　

 　
　

即
時
改
定
は
、
定
年
退
職
時
の
１
回

の
み
し
か
で
き
ま
せ
ん
か
。

Q
５

A
５

Q
６

A
６

Q
７

A
７

Q
８

A
８

Q
９

A
９

Ｑ
10

Ａ
10

Ｑ
11
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◆
電
子
媒
体
に
よ
り
報
告
で
き
る
書
類

　

資
格
関
係
書
類
の
う
ち
、
次
の
①
～
④
の

書
類
は
、
電
子
媒
体
（
Ｃ
Ｄ-

Ｒ
又
は
Ｕ
Ｓ

Ｂ
メ
モ
リ
）
で
の
報
告
が
可
能
で
す
。

①
定
時
決
定
の
「
標
準
報
酬
基
礎
届
書
DL
」

②
賞
与
等
支
給
時
の「
賞
与
等
支
給
報
告
書
DL
」

③
随
時
改
定
の「
標
準
報
酬
月
額
改
定
届
書
DL
」

④
資
格
取
得
時
の
「
資
格
取
得
報
告
書
DL
」

　

詳
細
は
、
私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
私

学
共
済
事
業
の
ご
案
内
▼
資
格
と
掛
金
等
▼

電
子
媒
体
で
の
申
請
〕
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
注
意
点

◦�

電
子
媒
体
報
告
へ
の
切
り
換
え
に
申
請
・

承
認
は
不
要
で
す
。

◦�

提
出
す
る
前
に
必
ず
「
電
子
媒
体
作
成
機

能
」
で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

◦�

「
資
格
取
得
報
告
書
DL
」
は
必
ず
暗
号
化

し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
方
法
は
、
本
誌
６

頁
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
入
す
る
書
類
等

の
提
出
方
法
」
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

◦�

前
記
①
②
の
書
類
は
、
電
子
媒
体
で
報
告

す
る
と
、
そ
の
後
は
私
学
事
業
団
か
ら
様

式
用
紙
の
事
前
送
付
は
し
ま
せ
ん
。
報
告

漏
れ
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

◦�

電
子
媒
体
で
の
報
告
を
取
り
や
め
、
様
式

用
紙
の
送
付
を
希
望
す
る
場
合
、
①
は
４

月
末
ま
で
、
②
は
支
給
予
定
月
の
２
か
月

前
ま
で
に
文
書
で
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

報
酬
等
の
電
子
媒
体
に
よ
る
報
告

を
利
用
し
て
く
だ
さ
い

業
務
部　

資
格
課

　
 　

　

即
時
改
定
の
要
件
に
該
当
す
れ
ば
、

回
数
の
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
例
】
定
年
退
職
後
に
再
雇
用
さ
れ
、
そ

の
契
約
が
一
旦
終
了
し
た
後
に
一
日
の

空
白
も
な
く
再
雇
用
さ
れ
た
場
合
→
報

酬
が
１
等
級
以
上
変
更
に
な
れ
ば
対
象

と
な
り
ま
す
。

全
般

　

 　
　

各
種
改
定
届
の
提
出
が
改
定
月
の
10

日
の
期
日
を
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

提
出
は
可
能
で
す
か
。
ま
た
、
い
つ
か
ら

改
定
さ
れ
ま
す
か
。

　

 　
　

期
日
を
過
ぎ
て
も
受
け
付
け
ま
す

が
、
掛
金
等
や
給
付
金
の
調
整
等
が
生
じ

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

 　

ま
た
、
６
か
月
以
上
遡
及
す
る
場
合
は

別
途
遅
延
理
由
書
等
の
提
出
が
必
要
で
す
。

報
酬
月
額
の
改
定
は
、
改
定
す
べ
き
月
に

遡
っ
て
適
用
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
掛
金

等
の
徴
収
の
時
効
に
よ
り
届
け
出
の
遡
及

は
２
年
に
限
ら
れ
ま
す
。

　

 　
　

定
時
決
定
や
標
準
報
酬
月
額
改
定
、

資
格
取
得
の
際
に
報
告
し
た
報
酬
月
額
が

誤
っ
て
い
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば

よ
い
で
す
か
。

　

 　
　
「
報
酬
月
額
訂
正
申
出
書
DL
」
に
記

入
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
Ｑ
＆
Ａ
の
詳
細
は
、
私
学
共
済
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
〔
私
学
共
済
事
業
の
ご
案
内
▼
資
格

と
掛
金
等
▼
報
酬
と
は
▼
標
準
報
酬
月
額
と

標
準
賞
与
〕
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

Ａ
11

Ｑ
12

Ａ
12

Ｑ
13

Ａ
13

◆
第
３
号
に
該
当
す
る
人

　

加
入
者
（
65
歳
未
満
）
に
扶
養
さ
れ
て
い

る
配
偶
者
（
20
歳
以
上
60
歳
未
満
）
は
、
国

民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
（
以
下
「
第
３
号
」

と
い
い
ま
す
）
に
該
当
し
ま
す
。
第
３
号
に

該
当
す
る
人
の
被
扶
養
者
認
定
申
請
を
行
う

場
合
は
、
同
時
に
「
国
民
年
金
第
３
号
被
保

険
者
関
係
届
DL
」（
以
下
「
第
３
号
届
DL
」

と
い
い
ま
す
）
も
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
被
扶
養
者
認
定
申
請
を
行
わ
な
い

場
合
（
配
偶
者
が
退
職
後
に
任
意
継
続
加
入

者
に
な
る
等
）
で
も
、
要
件
を
備
え
て
い
れ

ば
第
３
号
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
第
３
号
の
資
格
取
得
年
月
日

　

配
偶
者
が
被
扶
養
者
と
し
て
の
要
件
を
備

え
た
日
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
私
学
事
業

団
の
被
扶
養
者
認
定
年
月
日
と
第
３
号
の
資

格
取
得
年
月
日
が
異
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す

（
被
扶
養
者
認
定
申
請
が
事
由
発
生
日
後
30

日
を
経
過
し
、
事
由
発
生
日
か
ら
の
認
定
が

で
き
な
か
っ
た
場
合
等
）。

　

第
３
号
の
資
格
取
得
年
月
日
は
、
お
近
く

の
年
金
事
務
所
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
海
外
特
例
に
か
か
る
手
続
き

　

日
本
に
住
民
票
が
な
く
、
海
外
に
居
住
し

て
い
る
配
偶
者
は
第
３
号
に
な
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
国
内
居
住
要
件
の
例

外
（
海
外
特
例
要
件
）
に
該
当
す
る
場
合
は
、

「
第
３
号
届
DL
」
に
よ
り
届
け
出
を
す
る
こ

と
で
第
３
号
と
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

帰
国
し
た
と
き
も
届
け
出
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
第
３
号
の
資
格
喪
失
に
か
か
る
手
続
き

　

配
偶
者
が
被
扶
養
者
の
要
件
を
欠
い
た
場

合
、
第
３
号
の
資
格
も
喪
失
し
ま
す
。

◦�

配
偶
者
の
死
亡
及
び
海
外
居
住
（
海
外
特

例
者
を
除
き
ま
す
）
の
場
合
は
「
第
３
号

届
DL
」
と
「
被
扶
養
者
取
消
申
請
書
DL
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◦� 

そ
の
他
の
事
由
、例
え
ば
配
偶
者
の
就
職
・

収
入
増
、
離
婚
等
で
被
扶
養
者
の
要
件
を

欠
く
と
き
は「
被
扶
養
者
取
消
申
請
書
DL
」

の
み
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
「
第
３
号
届
」
を
提
出
す
る
と

　

本
事
業
団
で
受
け
付
け
た「
第
３
号
届
DL
」

は
、
日
本
年
金
機
構
に
進
達
し
審
査
さ
れ
ま

す
。
こ
の
た
め
、
日
本
年
金
機
構
が
学
校
法

人
等
へ
照
会
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
照
会

に
対
し
て
は
日
本
年
金
機
構
に
直
接
回
答
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
本
事
業
団
か
ら
日
本

年
金
機
構
へ
の
進
達
及
び
日
本
年
金
機
構
で

の
審
査
に
は
お
お
む
ね
２
～
３
か
月
を
要
し

ま
す
。

　

国
民
年
金
の
記
録
に
不
整
合
が
あ
る
と
、

将
来
の
年
金
に
も
影
響
し
ま
す
。
届
け
出
漏

れ
等
が
な
い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
に
か
か
る
手
続
き

業
務
部　

資
格
課
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共
済
業
務

　

私
学
共
済
事
務
担
当
者
研
修
会
は
、
事
務

担
当
者
に
、
私
学
共
済
制
度
の
業
務
内
容
を

理
解
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。

　

全
国
の
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス
で
27
回
（「
資

格
・
短
期
」
コ
ー
ス
14
回
、「
年
金
」
コ
ー

ス
13
回
）
開
催
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

※ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状
況
に

よ
り
中
止
す
る
場
合
は
、
私
学
共
済
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
開
催
日
及
び
会
場
等 

　

７
月
12
日
（
水
）
～
８
月
８
日
（
火
）

　

詳
細
は
、
４
月
調
定
分
掛
金
等
納
付
通
知

書（
５
月
15
日
発
送
）に
同
封
す
る「
開
催
案 

内（
参
加
申
込
書
付
）」又
は
私
学
共
済
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ〔
お
知
ら
せ
一
覧
〕を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
参
加
対
象
者

　

学
校
法
人
等
の
私
学
共
済
事
務
担
当
者

◆
研
修
内
容

　

資
格
関
係
・
短
期
給
付
関
係
及
び
年
金
等

給
付
関
係
に
つ
い
て
、
テ
キ
ス
ト
及
び
「
事

務
の
手
引
」
を
基
に
講
義
形
式
に
よ
り
基
礎

的
な
業
務
内
容
の
研
修
を
行
い
ま
す
。

◆
参
加
費

　

１
コ
ー
ス
に
つ
き
１
０
０
０
円

◆
研
修
時
間

　

９
時
30
分
～
16
時
30
分

◆
申
し
込
み
方
法
等

⑴　

研
修
コ
ー
ス

　
「
資
格
・
短
期
」
コ
ー
ス
及
び
「
年
金
」 

コ
ー
ス
そ
れ
ぞ
れ
に
、
各
学
校
２
名
ま
で
申

し
込
み
可
能
で
す
。

　

た
だ
し
、
同
じ
人
が
同
一
コ
ー
ス
に
重
複

し
て
申
し
込
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

⑵　

申
し
込
み
方
法
・
期
限

　

開
催
案
内
の
「
令
和
５
年
度　

第
１
回

私
学
共
済
事
務
担
当
者
研
修
会
参
加
申
込

書
」
を
、５
月
31
日
（
水
）【
必
着
】
ま
で
に
、

私
学
事
業
団
共
済
事
業
本
部
宛
て
に
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。

⑶　

参
加
通
知

　

参
加
の
可
否
は
、
６
月
中
旬
に
学
校
法
人

等
宛
て
に
書
面
で
通
知
し
ま
す
。

・ 

各
コ
ー
ス
の
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
抽

選
と
な
り
ま
す
。

・ 

応
募
者
が
著
し
く
少
な
い
コ
ー
ス
は
、
中

止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か

じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

令
和
５
年
度　
第
１
回

私
学
共
済
事
務
担
当
者
研
修
会

広
報
相
談
セ
ン
タ
ー　

相
談
班

入
者
ご
と
に
封
入
さ
れ
て
い
ま
す
）
を
学
校

法
人
等
宛
て
に
送
付
し
ま
す
の
で
、
該
当
の

加
入
者
に
配
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
主
な
照
会
内
容

・ 

施
術
し
た
負
傷
の
原
因

・ 

通
院
期
間

・ 

施
術
し
た
部
位

◆
照
会
の
回
答
方
法

・ 

照
会
文
書
を
受
け
取
っ
た
加
入
者
は
、
施

術
を
受
け
た
と
き
の
ご
自
身
の
記
憶
や
施

術
を
受
け
た
所
で
交
付
さ
れ
た
施
術
日
の

領
収
書
な
ど
か
ら
、
分
か
る
範
囲
で
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。
記
憶
が
曖
昧
な
箇
所
は

無
理
に
記
入
せ
ず
、「
曖
昧
で
あ
る
」
旨

を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・ 

記
入
し
た
回
答
書
は
、
同
封
の
返
信
用
封

筒
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。
宛
て
先
は
本

事
業
団
の
委
託
先（
株
式
会
社
オ
ー
ク
ス
）

と
な
り
ま
す
。

◆
よ
く
あ
る
問
い
合
わ
せ

　

 　
　

施
術
内
容
の
照
会
文
書
を
受
け
取
り

ま
し
た
が
、
何
の
た
め
に
回
答
す
る
の
で

す
か
。

　

 　
　

接
骨
院
・
整
骨
院
で
保
険
適
用
と
な

る
施
術
は
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
保
険
適

用
外
の
施
術
が
含
ま
れ
て
い
な
い
か
を
確

認
し
、
保
険
診
療
の
適
正
化
を
図
る
こ
と

が
目
的
で
す
。
接
骨
院
や
整
骨
院
の
受
診

を
制
限
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

 　
　

照
会
文
書
は
誰
が
回
答
す
る
の
で
す

か
。

　

 　
　

記
入
も
含
め
、
施
術
を
受
け
た
本
人

が
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

Q
１

A
１

Q
２

A
２

支
給
対
象
と
な
る
傷
病
と
な
ら
な
い
傷
病

　

接
骨
院
・
整
骨
院
で
柔
道
整
復
師
の
施
術

を
受
け
る
場
合
、
保
険
適
用
の
療
養
費
の
支

給
対
象
と
な
る
傷
病
と
な
ら
な
い
傷
病
が
あ

り
ま
す
。

◆
支
給
対
象
と
な
る
傷
病

・ 

外
傷
性
が
明
ら
か
な
打
撲
・
捻
挫
・
挫
傷

（
肉
離
れ
な
ど
）

・ 

骨
折
・
脱
臼
の
施
術
は
応
急
手
当
の
み
で

す
。
応
急
処
置
後
の
施
術
に
は
医
師
の
同

意
が
必
要
で
す
。

◆
支
給
対
象
と
な
ら
な
い
傷
病

・ 

単
な
る
肩
こ
り

・ 

ス
ポ
ー
ツ
等
に
よ
る
筋
肉
疲
労

・ 

病
気
（
神
経
痛
・
リ
ウ
マ
チ
等
）
か
ら
く

る
痛
み
や
こ
り

・  

単
な
る
マ
ッ
サ
ー
ジ
代
わ
り
の
利
用
な
ど

症
状
改
善
が
み
ら
れ
な
い
長
期
の
施
術

施
術
内
容
の
照
会

　

柔
道
整
復
師
の
施
術
の
う
ち
、
保
険
適
用

の
療
養
費
と
し
て
支
給
対
象
と
な
る
の
は
一

部
の
施
術
の
み
で
す
。

　

私
学
事
業
団
で
は
、
施
術
内
容
が
療
養
費

の
支
給
対
象
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
、

受
診
者
に
負
傷
の
原
因
や
施
術
内
容
等
の
照

会
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。照
会
文
書（
加

業
務
部　

短
期
給
付
課

接
骨
院
・
整
骨
院
の
施
術
を

受
け
る
と
き
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業
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契
約
施
設
と
は

　

私
学
事
業
団
で
は
全
国
の
宿
泊
施
設
や
レ

ジ
ャ
ー
施
設
等
と
契
約
し
て
お
り
、
加
入
者

（
任
意
継
続
加
入
者
を
含
み
ま
す
）
及
び
そ

の
被
扶
養
者
は
利
用
料
金
の
割
引
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、一
部
の
施
設（
健

康
増
進
宿
泊
施
設
、
厚
生
施
設
）
は
、
補
助

券
を
使
用
す
る
こ
と
で
利
用
料
金
の
一
部
が

補
助
さ
れ
ま
す
。
使
用
時
の
注
意
点
は
「
私

学
共
済
ブ
ッ
ク
２
０
２
２
・
２
０
２
３
」
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

契
約
施
設
検
索
機
能

　

加
入
者
に
契
約
施
設
検
索
機
能
を
ご
案
内

く
だ
さ
い
（
私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
私

学
共
済
事
業
の
ご
案
内
▼
福
祉
事
業
▼
割
引

情
報
▼
契
約
施
設
検
索
〕）。

　

都
道
府
県
や
用
途
（
人
間
ド
ッ
ク
契
約
健

診
施
設
、
厚
生
施
設
等
）
に
よ
る
絞
り
込
み

検
索
が
で
き
ま
す
。

　

契
約
施
設
の
内
容
は
随
時
更
新
し
ま
す
の

で
、
最
新
の
情
報
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

契
約
施
設
検
索
機
能
の
利
用
方
法

福
祉
部　

保
健
課
・
広
報
相
談
セ
ン
タ
ー　

広
報
班

　

私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
私
学
共

済
制
度
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
掲
載

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
緊
急
時
や
災
害
時
に

か
か
る
対
応
も
随
時
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

私
学
共
済
制
度
が
わ
か
る

　

私
学
共
済
事
業
を
次
の
四
つ
に
分
類
し
、

各
事
業
の
内
容
を
詳
細
に
説
明
し
て
い
ま
す
。

・
資
格
と
掛
金
等

・
短
期
給
付
（
健
康
保
険
）

・
年
金
等
給
付

・
福
祉
事
業

よ
く
あ
る
質
問
（
Ｑ
＆
Ａ
）

　

私
学
共
済
制
度
に
か
か
る
よ
く
あ
る
質
問

（
Ｑ
＆
Ａ
）
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
お
問
い

合
わ
せ
の
前
に
、
ま
ず
は
こ
ち
ら
を
疑
問
点

の
解
消
に
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

契
約
施
設
の
検
索
が
で
き
る

　

福
祉
事
業
で
行
っ
て
い
る
、
料
金
の
割
引

や
補
助
の
対
象
と
な
る
契
約
施
設
に
つ
い

て
、
最
新
の
情
報
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

詳
細
は
、以
下
の「
私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ　

契
約
施
設
検
索
機
能
の
利
用
方
法
」
を

参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

直
営
宿
泊
施
設
の
予
約
が
で
き
る

　
「
し
が
く
の
や
ど
」の
ペ
ー
ジ
で
は
、私
学
事

業
団
が
運
営
す
る
８
か
所
の
宿
泊
所・保
養
所

の
情
報
を
掲
載
し
、宿
泊
予
約
も
で
き
ま
す
。

事
務
担
当
者
向
け
の
刊
行
物

　

私
学
共
済
の
事
務
を
行
う
た
め
の
手
引
書

で
、
手
続
き
方
法
や
給
付
内
容
を
解
説
し
た

「
事
務
の
手
引
」
や
事
務
担
当
者
連
絡
会
、

研
修
会
の
テ
キ
ス
ト
な
ど
掲
載
し
て
い
ま
す
。

注
目
情
報
・
注
目
ワ
ー
ド

　

時
機
に
応
じ
て
、
特
に
お
知
ら
せ
し
た
い

情
報
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

様
式
用
紙
等
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

　

各
種
手
続
き
の
際
に
使
用
す
る
様
式
用
紙

等
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
で
き
ま
す
。

私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ご
案
内広

報
相
談
セ
ン
タ
ー　

広
報
班

私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
Ｕ
Ｒ
Ｌ

https://w
w

w
.pm

ac.shigaku.go.jp/

契約施設検索機能の利用方法

①用途（分類）で
　絞り込む

②都道府県で
　絞り込む

③検索ボタン
　をクリック

④検索結果が
　一覧表で
　表示される
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共
済
業
務

共
済
定
期
保
険（
き
ょ
う
さ
い
て
い
き
）

◆
共
済
定
期
保
険
と
は

　

加
入
者
の
多
様
な
保
障
ニ
ー
ズ
に
応
え

て
、
遺
族
の
年
金
や
短
期
給
付
な
ど
の
公
的

な
社
会
保
障
制
度
を
補
完
す
る
制
度
で
、
一

般
の
生
命
保
険
に
当
た
り
ま
す
。

　

現
在
、
約
６
万
名
を
超
え
る
加
入
人
員
の

ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
活
か
し
た
、
お
手
頃

な
保
険
料
で
加
入
で
き
ま
す
。

　

医
師
等
に
よ
る
審
査
は
な
く
、
加
入
資
格

（
告
知
内
容
）
に
該
当
す
れ
ば
申
し
込
み
が

で
き
、
申
し
出
の
な
い
限
り
自
動
更
新
と
な

り
ま
す
。

◆ 

家
族
年
金
コ
ー
ス
・
医
療
保
障
コ
ー
ス
・

医
療
費
支
援
コ
ー
ス

　

個
人
加
入
コ
ー
ス
は
、「
家
族
年
金
コ
ー

ス
」（
死
亡
・
高
度
障
害
保
障
）
へ
の
加
入

を
条
件
と
し
て
、
そ
の
他
の
コ
ー
ス
も
加
入

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
家
族
（
配
偶
者
・
子
ど
も
）
が
加

入
で
き
る
コ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
が
、
加
入
者

本
人
が
同
じ
コ
ー
ス
に
加
入
し
て
い
る
こ
と

及
び
加
入
者
の
保
障
の
範
囲
を
超
え
な
い
こ

と
が
条
件
と
な
り
ま
す
。

【
資
料
の
送
付
】

　

４
年
８
月
２
日
以
後
に
新
規
・
再
資
格
取

得
し
、
５
年
４
月
18
日
現
在
も
加
入
者
で
、

共
済
定
期
保
険
未
加
入
の
人
を
対
象
に
、
募

集
資
料
等
を
、
個
別
封
筒
に
て
５
月
中
旬
～

下
旬（「
ブ
ロ
ッ
ク
広
報
誌
」春
号
と
同
時
期
）

に
単
独
で
送
付
し
ま
す
。

　

個
別
封
筒
に
は
、
氏
名
等
や
お
す
す
め
プ

ラ
ン
を
印
字
し
た
「
加
入
申
込
書
」
等
を
封

入
し
て
い
ま
す
の
で
、
到
着
後
、
該
当
者
に 

配
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

そ
の
他
の
加
入
者
に
は
、
共
済
定
期
保
険

関
係
書
類（
印
字
の
な
い「
加
入
申
込
書
」等
）

を
「
ブ
ロ
ッ
ク
広
報
誌
」
春
号
に
同
封
し
て

い
ま
す
の
で
、
希
望
者
に
配
付
し
て
く
だ
さ

い
。

◆
学
校
加
入
コ
ー
ス

　

学
校
加
入
コ
ー
ス
は
、
病
気
や
不
慮
の
事

故
に
よ
る
死
亡
又
は
高
度
障
害
と
な
っ
た
場

合
に
備
え
る
制
度
で
す
。
学
校
法
人
等
に
所

属
す
る
加
入
者
に
対
し
、
業
務
中
、
業
務
外

を
問
わ
ず
24
時
間
保
障
し
ま
す
。
共
済
定
期

保
険
事
業
「
家
族
年
金
コ
ー
ス
」
と
同
一
契

約
で
運
営
し
て
い
る
た
め
、
保
険
料
の
ス

ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
が
得
ら
れ
ま
す
。

　

学
校
法
人
等
が
保
険
料
を
負
担
し
、
弔
慰

金
・
死
亡
退
職
金
等
と
し
て
死
亡
保
険
金
は

加
入
者
の
遺
族
に
、
高
度
障
害
保
険
金
は
加

入
者
本
人
へ
直
接
支
払
わ
れ
ま
す
。

　

原
則
、全
額
損
金
と
し
て
処
理
で
き
ま
す
。

１
年
更
新
で
１
年
ご
と
に
収
支
計
算
を
行

い
、
剰
余
金
が
生
じ
た
場
合
は
、
配
当
金
を

登
録
口
座
へ
振
り
込
み
ま
す
。

　

10
万
円
～
３
０
０
万
円
の
10
種
類
の
中
か

ら
、
全
員
一
律
又
は
勤
務
年
数
や
年
齢
等
に

よ
り
、
加
入
者
別
に
保
障
額
を
設
定
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

お
問
い
合
わ
せ
は
専
用
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

積
立
共
済
年
金
（
つ
み
き
ょ
う
）

◆
積
立
共
済
年
金
と
は

　

加
入
者
が
在
職
中
に
掛
金
を
積
み
立
て
、

そ
の
積
立
金
と
配
当
金
を
原
資
と
し
て
、
退

職
（
脱
退
）
後
に
年
金
な
ど
を
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
る
、
公
的
年
金
を
補
完
す
る
制
度

で
す
。

　

こ
の
原
資
は
、
当
制
度
の
委
託
先
保
険
会

社
が
運
用
を
行
う
た
め
、
投
資
銘
柄
を
個
別

共
済
定
期
保
険
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
（
無
料
）

　

０
１
２
０
（
７
１
６
）
２
６
７

　
（
平
日　

９
時
～
17
時
15
分
）

共
済
定
期
保
険
・
積
立
共
済
年
金

令
和
５
年
度
前
期
募
集

福
祉
部　

貯
金
・
貸
付
課

令和３年度配当率（参考）

○ 家族年金コース・医療保障コース・学校加入コースは１年ごとに
収支計算を行い、剰余金が生じた場合には配当金を還付します。

○ 個人加入の配当金は前年10月１日時点の加入者に還付します（期
間脱退者には配当はありません）。

○ 配当率は支払時期の前年度決算により決定しますので、将来支払
う配当金額は現時点では確定していません。

○ 配当率は今後変動することがありますので、記載の配当金率は将
来の支払いを約束するものではありません。

○ ３大疾病保障コース・医療費支援コース・長期休業補償コースには、
配当金がありません。

約50.11％

家族年金コース
学校加入コース

約48.38％

医療保障コース
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共
済
業
務

に
指
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

現
在
、
当
制
度
に
は
３
万
人
以
上
が
加
入

し
て
お
り
、
そ
の
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
活

か
し
て
、有
利
な
予
定
利
率
（
今
年
度
は
１
・

25
％
）
で
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
（
将
来
、
変

動
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）。

　

ま
た
、
税
法
上
、
掛
金
は
所
得
控
除
の
対

象
と
な
る
た
め
、
節
税
効
果
も
あ
り
ま
す
。

【
資
料
の
送
付
】

　
「
募
集
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
」、「
加
入
申
込
書
」

及
び
「
コ
ー
ス
加
入
・
口
数
変
更
申
込
書
」 

は
、
５
月
中
旬
～
下
旬
に
発
送
し
ま
す
。

　

ま
た
、
私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
同

時
期
に
掲
載
し
ま
す
の
で
、
ご
活
用
く
だ
さ

い
。募

集
期
間

６
月
１
日
（
木
）
～
６
月
30
日
（
金
）【
必
着
】

申
し
込
み
方
法

◆
共
済
定
期
保
険

　

令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら
加
入
で
き
る
前

期
募
集
で
は
「
家
族
年
金
コ
ー
ス
」、「
医
療

保
障
コ
ー
ス
」、「
医
療
費
支
援
コ
ー
ス
」
及

び
「
学
校
加
入
コ
ー
ス
」
の
新
規
加
入
の
申

し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す
。

※ 

後
期
募
集
で
は
、
前
期
募
集
の
コ
ー
ス
の

ほ
か
に「
３
大
疾
病
保
障
コ
ー
ス
」と「
長

期
休
業
補
償
コ
ー
ス
」
の
加
入
申
し
込
み

を
受
け
付
け
ま
す
。

　

申
し
込
み
の
際
は
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
記

載
さ
れ
て
い
る
加
入
資
格
（
告
知
内
容
）
及

び
支
給
条
件
等
を
確
認
し
、
手
続
き
し
て
く

だ
さ
い
。

◆
積
立
共
済
年
金

　

前
期
募
集
で
は
「
新
規
加
入
」
と
「
コ
ー

ス
加
入
・
口
数
変
更
（
増
口
・
減
口
）」
の

申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す
。

◆
共
通

　

掛
金
は
、
加
入
申
込
時
に
指
定
し
た
本
人

名
義
の
口
座
か
ら
自
動
振
替
に
よ
り
徴
収
し

ま
す
が
、
書
類
は
学
校
法
人
等
を
通
し
て
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
知
り
た
い
場
合

　

学
校
法
人
等
を
訪
問
し
て
加
入
者
向
け
又

は
事
務
担
当
者
向
け
に
共
済
定
期
保
険
及
び

積
立
共
済
年
金
の
制
度
の
詳
し
い
説
明
を
行

い
ま
す
。

　

希
望
す
る
場
合
は
貯
金
・
貸
付
課
貯
金
係

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

私
学
共
済
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔
私
学
共
済
事

業
の
ご
案
内
▼
福
祉
事
業
▼
積
立
共
済
年
金

制
度
・
共
済
定
期
保
険
事
業
〕
に
も
詳
細
を

掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

送
付
先

　

〒
１
１
３
－
８
４
４
１

　

東
京
都
文
京
区
湯
島
１
－
７
－
５

　

私
学
事
業
団　

　

福
祉
部　

貯
金
・
貸
付
課
貯
金
係

　

私
学
事
業
団
で
は
、
教
職
員
生
涯
福
祉
財

団
と
の
共
催
に
よ
り
、
加
入
者
の
退
職
後
の

セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
を
豊
か
で
実
り
あ
る
も
の

に
す
る
た
め
の
一
助
と
な
る
よ
う
、「
生
涯

生
活
設
計
セ
ミ
ナ
ー
」
を
毎
年
開
催
し
て
い

ま
す
。
ぜ
ひ
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
開
催
日
・
会
場
・
募
集
人
数

◆
対
象
者

　

加
入
者
と
そ
の
配
偶
者

◆
参
加
費

　

一
名
に
つ
き　

２
０
０
０
円

　

テ
キ
ス
ト
代
・
昼
食
代
等
を
含
み
ま
す
。

◆
時
間

　

９
時
30
分
～
17
時

　

セ
ミ
ナ
ー
は
、
講
義
と
実
習
を
併
用
し
て

行
い
ま
す
。

◆
宿
泊
の
手
配
・
費
用

　

各
自
で
手
配
し
て
く
だ
さ
い
。
費
用
は
自

己
負
担
と
な
り
ま
す
。

◆
申
し
込
み
方
法

　

次
の
①
～
⑦
を
明
記
の
う
え
、
封
書
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。ま
た
、私
学
共
済
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
〔
私
学
共
済
事
業
の
ご
案
内
▼
福

祉
事
業
▼
生
涯
生
活
設
計
▼
生
涯
生
活
設
計

セ
ミ
ナ
ー
〕か
ら
申
し
込
む
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

①
参
加
者
氏
名
（
年
齢
）

　

②
加
入
者
記
号
番
号 

　

③
参
加
者
の
郵
便
番
号
・
住
所

　

④
参
加
者
の
電
話
番
号

　

⑤
所
属
学
校
名

　

⑥
学
校
の
電
話
番
号
・
内
線
番
号

　

⑦
希
望
日
（
第
２
希
望
ま
で
）

◆
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

〒
１
６
０
－
０
０
０
４

東
京
都
新
宿
区
四
谷
３
丁
目
12
番
地

　
　
　
　
　

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
四
谷　

６
階

一
般
財
団
法
人　

教
職
員
生
涯
福
祉
財
団

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
セ
ミ
ナ
ー
担
当
」

☎
０
３
（
５
３
６
８
）
１
８
８
２

◆
申
込
締
め
切
り
日

　

６
月
23
日
（
金
）【
必
着
】

注�　

申
込
者
数
が
募
集
人
数
を
超
え
た
場
合

は
抽
選
と
な
り
ま
す
。
結
果
は
締
め
切
り 

日
か
ら
７
日
以
内
に
参
加
者
に
連
絡
し
ま
す
。

◆
共
催

　

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団

　

一
般
財
団
法
人　

教
職
員
生
涯
福
祉
財
団

開
催
日
・
会
場

募
集
人
数

７
月
27
日（
木
）

東
京
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス

各
35
名

８
月
１
日（
火
）

東
京
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス

８
月
４
日（
金
）

福
岡
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス

８
月
７
日（
月
）

東
京
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス

８
月
９
日（
水
）

京
都
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス

令
和
５
年
度

生
涯
生
活
設
計
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

福
祉
部　

保
健
課



　前期募集の締め切りは５月25日（木）【必着】です。
　貯金関係の書類の送付先は、以下のとおりです。誤り
のないよう注意してください。
〒101-8709　日本郵便（株）神田郵便局私書箱第103号
　私学事業団　共済事業本部　貯金係

【福祉部　貯金・貸付課】

　永年勤続加入者直営施設利用優待券と対象加入者一覧
表を、５月19日（金）に学校法人等宛てに発送します。
　該当する加入者に配付してください。
※�対象となる加入者は、４月１日現在の加入者期間が通
算して25年、30年、35年、40年、45年等の節目に当た
る人です。
※�令和３年度発行分の有効期限は、６年３月31日まで特
別延長します。

� 【福祉部　保健課】

　団体信用生命保険は、住宅貸付を借り受けている加入
者が償還中に死亡又は高度障害になった場合、生命保険
会社が本人に代わって貸付金残高を支払う制度です。加
入者にぜひ加入を勧めてください。
　なお、保険に加入できる時期は、住宅貸付申し込み時
のみです。貸付金の償還途中で加入することはできませ
んのでご注意ください。
� 【福祉部　貯金・貸付課】

　令和５年４月分（５月末納期限）からの子ども・子育
て拠出金率は、現行の0.36％に据え置きとなりました。
� 【業務部　掛金課】

積立貯金の募集締め切り

永年勤続加入者直営施設利用優待券の送付

住宅貸付の申し込みの際には
団体信用生命保険の加入をお勧めします

子ども・子育て拠出金率は据え置きです

　レターデジタル版は、ホームページ上で実際に冊子を
めくるイメージで閲覧でき、検索機能やリンク機能が付
いており、利便性に優れています。
　時機に応じた私学共済制度に関する情報を分かりやす
く説明し、絵画・健康・旅行など加入者の皆様に興味を
持っていただけるような読み物記事も掲載しています。
　掲載場所を加入者の皆様に伝えていただくことで、私
学共済制度の内容や手続きなどをお知らせすることがで
きますのでぜひご案内ください。
　私学共済ホームページ〔私学共済
事業のご案内▶刊行物▶加入者向け
の刊行物▶加入者向広報「共済だよ
り　レター」〕に掲載しています。

【広報相談センター　広報班】

レターデジタル版をご案内ください

１日（木） 積立共済年金・共済定期保険 �前期加入申し込み開始

２日（金） 貸付 �送金

６日（火） 貸付 �５月分定期償還期限

９日（金） 貯金 �払込期限（必着）

15日（木） 貸付 �７月３日送金申し込み・任意償還申出締め切り

１日（月） 掛金等 �３月調定分納期限

２日（火） 貸付 �送金

６日（土） 貸付 �４月分定期償還期限

10日（水） 貯金 �払込期限（必着）

15日（月）
貸付 �６月２日送金申し込み・任意償還申出締め切り
特健 ��特定健診結果データ提出期限�
（令和４年度最終・必着）

22日（月） 貯金 �送金
貸付 �送金

25日（木）
貯金 �前期加入申し込み・払戻・解約請求締め切り
積立共済年金 �脱退申出等締め切り

29日（月）
掛金等 �４月調定分口座振替（自振校のみ）
貸付 �５月分定期償還口座振替（自振校のみ）

31日（水）
掛金等 �４月調定分納期限
貸付 �６月22日送金分申込締め切り

月の共済業務スケジュール5

月の共済業務スケジュール6

共済事業本部
〒113 - 8441　東京都文京区湯島1-7-5
☎03（3813）5321（代表）
電話照会の際は、学校記号番号、加入者番号が
確認できるものをお手元にご用意ください。

共済業務

私学事業団ホームページ　https://www.shigaku.go.jp/
助成業務　https://www.shigaku.go.jp/s_home.htm
共済業務　https://www.pmac.shigaku.go.jp/（私学共済ホームページ）
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� 職員の（　）内は前職
◆役員
　理事
　令和５年３月30日付
　　退　任� 舟　橋　　　徹
　　退　任� 齊　藤　　　修
　令和５年３月31日付
　　退　任� 小　瀬　孝　雄
　令和５年４月１日付
　　新　任� 永　山　裕　二
　　新　任� 吉　田　博　之
　　新　任� 菊　池　裕　明

◆本部職員
　令和５年４月１日付
　　企画室長� 廣　田　聖　志

（人事課長）
　　総務部長� 吉　田　秀　樹

（助成部長）
　　監査室長� 荒　　谷　　泉

（企画室次長）
　　私学経営情報センター長�小　林　一　之

（融資部長）

　　融資部長� 岡　田　綾　子
（財務部次長）

　　助成部長� 野　田　文　克
（私学経営情報センター長）

　　業務部長� 臼　井　麻理子
（企画室参事（共済業務））

　　企画室次長（システム管理室次長併任）
� 家　坂　友　幸
（システム管理室参事（助成システム））
　　財務部次長� 中　田　哲　也

（補助金課長）
　　企画室参事（共済業務）�木　　村　　寛

（企画室主幹（共済業務））
　　総務課長� 德　永　博　一

（修学支援課課長補佐）
　　総務部参事（総務担当）� 岩　瀨　俊　彦

（資格課長）
　　人事課長� 山　村　和　生

（総務部参事（総務担当））
　　経理第一課長� 横　　山　　淳

（審査・管理室長）
　　システム管理室参事（助成システム）

中　村　真　規
（システム管理室主幹（助成システム））
　　経営支援室長� 三　島　木　武

（経理第一課長）

　　審査・管理室長� 新　倉　健　二
（経営支援室長）

　　補助金課長� 鴇　田　卓　矢
（総務課長）

　　運用第一課長� 荒　井　康　之
（東京臨海病院事務部次長）

　　資格課長� 野　口　正　治
（運用第一課長）

　　保健課長� 多　田　吉　伸
（管理課課長補佐）

　　管理課長� 喜　入　隆　司
（保健課長）

◆東京臨海病院
　令和５年４月１日付
　　健康医学センター長�山　田　俊　夫

（消化器内科部長）

◆会館
　令和５年４月１日付
　　宮城会館館長� 寺　井　伸　二

（管理課長）
　　九州会館館長� 森　　田　　正

（京都会館管理部長）

人　事　異　動

●大学法人～小学校法人の皆様へ
　「基礎調査票e-マネージャ」等の利用時間のお知らせ
　�　学校法人の皆様にご利用いただいている学校法人
ポータルサイトにおける「基礎調査票e-マネージャ」、
「私学情報提供システム」、「電子窓口」等については、
原則、終日ご利用いただけます。なお、システムメン
テナンス等で休止する場合は別途「学校法人ポータル
サイト」にてお知らせします。

学校法人基礎調査に関するお願い

私学振興事業本部
〒102 - 8145
東京都千代田区富士見1-10-12
☎03（3230）1321（代表）

助成業務
●大学法人・短期大学法人・高等専門学校法人の皆様へ
　「学校法人基礎調査」１回目提出のお願い
　・提出調査票内容（学生数調査、教職員調査）
　　①学校法人の概要・役員数等� 【010】～【075】
　　②各種学生数等� 【110】～【121】
　　③学生等一人当たりの納付金� 【130】
　　④教員・職員数等及び個人票� 【210】～【250】
　　※【　】は調査票区分を表しています。
　・提出期限：令和５年５月31日（水）
　�　詳しくは、「令和５年度学校法人基礎調査票e-マネー
ジャ『操作マニュアル・入力要領』」をご覧ください。
『操作マニュアル・入力要領』は、e-マネージャの「連
絡用掲示板」及び「電子窓口」に掲載しています。

【私学経営情報センター　私学情報室】
� ☎03（3230）7840～7844
� Ｅメール　k-chousa＠shigaku.go.jp
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☎03（3230）7810・7811（企画室）　　　　　　　　�　（禁無断転載）

融資事業のご案内 詳細は私学事業団ホームページをご覧ください
https://www.shigaku.go.jp/s_yushi_menu.htm

■主な事業と融資金利（令和５年４月現在）

主な事業内容
返済期間（据置年数含む）

30年以内 20年以内 10年以内 ６年以内

校（園）舎などの
建築・用地取得

年％ 年％ 年％ 年％

1.40 1.00 0.50 0.46
寄宿舎などの
建築・用地取得 1.50 1.10 0.60 ―

園バスや備品
などの購入 ― ― 0.50

（5.5年以内）

0.33
※�返済期間が30年以内（21年以上）の融資は、原則として融資契約額が�
10億円以上の場合にご利用いただけます。
※�金利は毎月見直しています。なお、金利は融資契約時点の金利が適用され、
償還完了までの固定金利となります。

問い合わせ先（私学振興事業本部）

融資部融資課　☎03（3230）7862～7864、7866～7868
Ｅメール　yushi@shigaku.go.jp

※�事業を行う学校の種類や事業内容により、利子助成の対象になるか、ま
たどちらのパターンになるかが決まります。

※�融資金利が0.5％以下の場合、パターン①の４年目以降、パターン②の
全借入期間の利子助成は行われません。

旧耐震基準で建設された校舎・園舎の建て替え事業（耐
震改築）や、防災（耐震）機能強化の補助金対象となっ
た改修事業（耐震改修）に、私学事業団の融資をご利用
いただくと、一定の要件を満たした場合、国の利子助成
が受けられます。
利子助成は二つのパターンがあります。

校舎や園舎、体育館など耐震化はお済みですか？
耐震化以外の校舎、園舎などの建築や土地の購入、機器
備品の購入なども融資の対象となります。施設設備の整
備計画の際にぜひ事業団資金の活用をご検討ください。

京都たびストーリー「四季彩プラン」

１泊２食（１名１室／１名様）　13,800円 → 10,000円
１泊２食（２名１室／１名様）　12,800円 → 10,000円
取扱期間：令和５年６月1日～７月31日
・�夕食は、京会席・フレンチ・京おばんざいから選べます。宿泊申し込み時
にご指定ください。また、追加料金（1,000円）で和洋折衷会席に変更で
きます。
・朝食は、セットメニュー（和定食又は洋定食）からお選びください。
・京都市宿泊税200円が別途必要です。

人気の２食付きの宿泊プランを期間限定、特別価格で利用できます。

「敷島館」自慢の源泉掛け流し温泉で湯浴みをした後は、相模湾
名産の金目鯛の姿煮と会席料理をお楽しみください。

１泊２食（２名１室／１名様）　12,700円～
取扱期間：通年（年末年始・盆休みを除きます）
・�金目鯛の姿煮は２～３名様につき一尾を用意します。
・上記以外に「お刺身コース」（１泊２食12,700円～）も用意しています。
・２名様以上でお申し込みください。

金目鯛コース

湯河原　 敷
しき

　島
しま

　館
かん

夕食　金目鯛コース（イメージ）　

宿泊施設のご案内 加入者のご予約は公式ホームページ
からの予約が断然お得です

〒259-0314　神奈川県足柄下郡湯河原町宮上745　☎0465（63）3755
JR「湯河原駅」から「奥湯河原」行き又は「不動滝」行きバスで15分「美術館前」 
下車、すぐ前

〒602-0912　京都市上京区烏丸通下長者町上ル龍前町605番地　
☎075（411）0111（代表）　JR「京都」駅から地下鉄烏丸線で「丸太町」駅下車、
②番出口から徒歩８分　https://www.hotelgp-kyoto.com

夕食　京会席（イメージ）　




